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登録基幹技能者評価の試行について

四国地方整備局では、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成１７年法律
第１８号）及び「四国地方整備局における総合評価方式の実施方針」に基づき、平成
１８年度より、原則、一般競争入札の総合評価落札方式を適用しているところです。

総合評価落札方式においては、公共工事の品質確保の観点から、技術提案（簡易な
施工計画）、配置予定技術者の工事経験及び企業の施工実績などの価格以外の要素と
価格を総合的に評価し、国にとって最も有利な企業を落札者としています。

今回、専門工事部分の品質確保が目的構造物の品質確保の観点からも重要であるこ
とを踏まえ、現場に優秀な登録基幹技能者を配置することで、工事全体の品質確保を
図るとともに、登録基幹技能者の更なる技術の向上に資することを目的に、総合評価
方式の評価項目の一つとして「登録基幹技能者の活用」を評価することとしました。

【評価方法】
登録基幹技能者を活用する場合は、国土交通大臣が登録した機関が実施する登録基

幹技能者講習の修了したことを証明する、「登録基幹技能者講習修了証」の写しを添
付することで評価します。評価する登録基幹技能者は、昨年度までの試行と同様の「登
録鉄筋基幹技能者」、「登録型枠基幹技能者」、「登録鳶・土工基幹技能者」、「登録機械
土工基幹技能者」と、新たに「登録トンネル基幹技能者」、「登録橋梁基幹技能者」、「登
録ＰＣ基幹技能者」を加えることとします。

また、発注者が各工事で指定する工種の施工期間に、上記登録基幹技能者のいずれ
かが１名以上、当該現場作業に従事する場合に評価します。

【試行工事】
下記の工事において、試行します。なお、現時点での予定であり、実際に発注する

工事名称が異なる場合、また、試行を取りやめる場合があります。

＜問合せ先＞ 国土交通省 四国地方整備局 TEL:(087)851-8061
技術開発調整官 木村 正己 （内線3120）
技術管理課長 石田 和敏 （内線3311）

○技術管理課長補佐 門田 隆志 （内線3314）
※○：主たる問い合わせ先

                     　　　「公共工事の更なる品質向上を目指して」

評価項目 評価基準 配点 評価点

登録基幹技能者を活用する 5.0

上記を活用しない 0.0
登録基幹技能者の活用 ／5.0



総合評価方式における基幹技能者の評価の試行

【評価方法】

評価項目 評価基準 配点 評価点

登録基幹技能者を活用する 5.0

上記を活用しない 0.0
登録基幹技能者の活用 ／5.0

※１：本工事における登録基幹技能者とは、「登録鉄筋基幹技能者」、 「登録型枠基幹技能者」、

「登録鳶・土工基幹技能者」、 「登録機械土工基幹技能者」、「登録トンネル基幹技能者」、「登録橋

梁基幹技能者」、「登録ＰＣ基幹技能者」をいう。

別添数量総括表での工種の内「○○○工」の施工期間に、 上記登録基幹技能者として登録された

技術者が、１名以上、当該現場作業へ従事する場合に評価する。

※２：「登録基幹技能者講習修了証」の写しを添付すること。

登録基幹技能者を活用する場合は、様式に記載し、記載された者について、国土交通大臣が登録した機関が
実施する登録基幹技能者講習の修了したことを証明する、「登録基幹技能者講習修了証」の写しを添付すること
で評価する。
なお、複数の登録基幹技能者が現場で従事することは可能であるが、様式へ記載する登録基幹技能者及び写

しは、「鉄筋」「型枠」「鳶・土工」「機械土工」「トンネル」「橋梁」「ＰＣ」の登録基幹技能者のいずれか１名とする。
評価の対象とする登録基幹技術者は、本競争の参加希望者又は下請予定企業が雇用する者とし、本工事にお

ける配置予定技術者として申請する技術者は評価の対象としない。



総合評価方式における基幹技能者の評価の試行

記載する登録基幹技能者は
各職種のうちいずれか１名と
する。

四国外に在住する登録基
幹技能者も評価対象とす
る。

配置予定技術者（主任
（監理）技術者又は現場
代理人）は評価の対象
外とする

（様式－７）
登録基幹技能者の活用に係る資料

平成○○年度 ○○○○○○工事工事名：
会社名：

フ リ ガ ナ

登録基幹技能者の氏名

（○○には該当する名 登録○○基幹技能者 ○ ○ ○ ○

称を記載すること。）

○年○月○日生年月日

第△△号修了証番号

○年○月○日修了年月日

登録番号 第○○号

○○県所属組織・地域 （株）○○組

例）橋梁下部工従事する工種

従事する期間 平成○年○月～平成○年○月までの約○ヶ月間

注）1.本様式は、登録基幹技能者を活用する場合に記載し、無い場合は提出する必要はない。

2.登録基幹技能者の資格は、最新の修了証番号、修了年月日及び登録番号を記載すること。

3.登録基幹技能者講習修了証の写しを添付すること。

4.本様式については、１名のみ記載することとし、従事する登録基幹技能者全てを提出必要は

ない。

5.評価の対象とする登録基幹技能者は、本競争の参加希望者又は下請予定企業が雇用する者と

し、本工事における配置予定技術者として申請する技術者は評価の対象としない。



総合評価方式における基幹技能者の評価の試行

特定専門工事審査型（基幹技能者評価型）総合評価方式おける加算点及び施工体制評価点の判定評価結果表（施工体制確認型）
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地理的条件評価

技術提案　２０点
（元請け）

登録基幹技能者評価　評価点で５点（加算点換算約１点／５０点）
○橋梁下部工、樋門等は本体工の従事期間において、「鉄筋」「型枠」
「鳶・土工」又は「機械土工」、トンネルは「トンネル」、鋼橋上部は「橋
梁」、ＰＣは「ＰＣ」の登録基幹技能者を１名以上現場の技能者として配置
する場合は加点
○資格の取得が確認できる資料を添付すること。

加算点合計　５０
点に対して施工体
制評価を加える！




